
<国会議員関係政治団体 H資金管理団体以外の政治団体用>

1

(その 1)

(ふ り が な )

政 治 団 体 の 名 称

2 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

事務担当者

(,デ

沙

収 支 報 告 書

"ぅ
J崩甚"蒔吻噺∝手

自由民主党島原市有明支部

長崎県島原市有明町湯江乙2363番地

支部
上
長 森   克  美

iグ ′叩

年

月 日まで

資金管理団体の指定の期間

令和 年分

年

月 日まで

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

ゴ

名

話

名

話

氏

電

氏

電

記入もれ注意

チェックもれ注意

日

□

□

政 党 の 支 部

そ の 他 の 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

政治団体の区分

チェックもれ注意

ロ
ビ

2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等

同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

活動区域の区分

有

無 (以下、この欄の記載不要です。)

公 職 の 種 類

資 金 管 理 団 体 の

届 出 を した者 の氏 名

レ

資金管理団体の指定の有無

政治資金規正法第 19条 の 7第

第 1号に係 る国会議員 治 団体

政治資金規正法 条の 7第 1項

第 2号 会議員 関係政治団体

公職 の 者 の氏名

種 類職  の

国会議員関係政治団体の区分

受

付

欄
5:3:-11



(その 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

収支の状況
必ず記入してください。
(Oの場合は0と記入)

翌 年 へ の 繰 越 額

支 出 総 額

(本 年 の 収 入 額 )

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

収 入 総 額

/ν ρ■/ノク
クアプすノク

/ρ ク/′つか

Fノア//ち

円

/P/ノ 7/

貝 数 (党費又は会費を納入 した人の数 )

金 額

(1)個人の負担する党費又は会費

ク
′

′

′ え

虎算ヂつつο
円

合   計 (ア 十 イ )

イ 政 党 匿 名 寄 附

(寄附の うち寄附のあつせんによるもの)

対ヽ 計  (ア )十 (イ )十 (ウ )

(ウ )政 治 団 体 か ら の 寄 附

(イ )法人その他の団体からの寄附

(う ち 特 定 寄 附)

(ア )個 人 か ら の 寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

(2)寄 附

円

ρ

金 額

記入もれ注意 (ア)+(イ )十 (ウ )

備 考

ユ



(その 5)

△
口 計

こ の 頁 の 小 計

彦

夕柳鉱 顆財女余励

袖絋 呈嚇 加∽珍ド

ミ

3曲め線叫触 余

交 付 金 を 供 与 し た
本 部 又 は 支 部 の 名 称

(5)本部又は支部から供与 された交付金に係る収入

浄1/∂ 知 つ「

/ど _潔ク◇

かβ夕。O

ノ歩、分◇◇
薄 t,,つ

dLφ ど)、 沙つ0

円

カ ムν夕′

金 額

″《/ユ ミ'お

r干 _だっ,オ

/、 子、か

々、ク、/●

れ、/＼ ♪撃

年 月 日

ラ

堰晴fづ 4戸 町 冷s

誹平〒不町>れ苑υ齊

瑕貯〒矛″町み3

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 備 考

3



(その 6)

△
口 計

1件 10万 円 未 満 の も の

こ の 頁 の 小 計

創曳・

摘 要

(6)そ の他の収入

ヌ

)

汐

円

ユ

金 額 備 考

与



(そ の13)

3 支出項目別金額の内訳

△
口 計

/よ
ヽ 計

(6)そ の 他 の 経 費

(5) 寄  附 交  付  金

(4)調 査 研 究 費

(3) 機 関紙誌 の発行その他 の事業費

(2)選 挙 関 係 費

2政 治 活 動 費

費(1)組 織 活 重力

′よヽ 計

(4) 事 務 所 費

(3) 備  品 消 耗 品 費

(2) 光 熱 水 費

1     身目& 常 経 費

費(1) 人 件

項 目

(1)支 出 の 総 括 表

クダ/す/ク

クタ戸♪アク

省ろ♪/ク ρ

,ぢ /劣 θア

θ

∂
円

金 額

記入もれ注意

記入もれ注意 ア+イ +ウ +エ

記入もれ注意

備 考

(注)当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出については、項目ごとにその額を備考欄に記載し、
併せて(その16)の 添付が必要です。

テ



(そ の15)

合   計

その他の支出

この頁の小計

%投 渥成

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

ノがグ9′/″

ノデ_々)ア

かんつЭ

円

子/挙 つο

金 額

生夕、ガ

年 月 日

項 目別区分

をと計レカ整

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

ヽ

( )

繁 初ダυ昨締
r紗

支出を受けた者 の住所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

備考

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

う



(その15)

合   計

その他の支出

この頁の小計

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

》一みr寅クθ

>〕6rっ″

円

金 額 年 月 日

項 目別区分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称 )

(,多 )

支出を受 けた者の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備考

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

7



(そ の 15)

合   計

その他の支出

この頁の小計

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

■夕∂〆′

}7沸ダ′

円

金 額 年 月 日

項 目別 区分

支 出を受 けた者 の氏名
(団体にあつては、その名称)

1た
( )

支出を受けた者 の住所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備考

(注 1)

(注 2)

1件 5万円以上の支出について記載すること。

「その他の支出」 と「合計」の欄は、右上の 「項 目別区分」
の ( )の 中の項 目ごとに、最後の頁に記載すること。

コ



(そ の15)

合   計

その他の支出

この頁の小計

遊孝鶏ぞ次とちν

ツ額←均9峡数″教

支 出 の 目 的

(3)政治活動費の内訳

衡どか//∂

/レ //θ

釘 β∂C)。

/ィデ00´ て)

円

々メ∂∂9D

金 額

涛気rユ 必ヽと

声./R_近と

年 月 日

項 目別区分

ど/

掏1笏鬱宅触朔に実余影淡

父色を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称 )

承イ )

及奪市泌戸マインー3

支出を受けた者の住所
(団体にあつては、主たる事務所の所在地)

備考

(注 1)1件 5万円以上の支出について記載すること。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の「項目別区分」
の ( )の中の項目ごとに、最後の頁に記載すること。

ダ



(その16)

合   計

この頁の小計

乾空籾唖虎4初
練突ア翔8攻ウ疑士:縁

支 出 項 目

(4)本部又は支部に対 して供与 した交付金に係る支出の内訳

苦二介μθ9フ

′す(影ぬ

/d'° 。。

円

夕 〕 農ラ″

金 額

/tr多 _井》

搾、rユ、>

年 月 日

ク

均鯨鑓潔列硼顆籍跡宏

交付金の供与を受けた

本部又は支部の名称

,

義賄帝牙χ々 73

主たる事務所の所在地 備考

/ひ



(その17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に 「レ」を記入すること。

有に記入 した場合、項 目別に様式 (その18)に 内訳を記載すること。

資 産 等 の 状 況

シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

コ 支払われた金額が 100万円を超 える敷金

ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金

ク 出 資 に よ る 権 利

キ 有 価 証 券

力 金 銭 信 託

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。 )

エ 取得の価額が100万円を超える動産

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

イ  建 物

ア  土 地

資 産 等 の 項 目 別 区 分

資産等の有無

有

団

団

団

画

回

回

図

回

画

回

画

径 備  考

/ノ



代表者は解散時のみ

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写 し

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであって、真実に相違ありません。

令不ロ デ年 ご 月 / 日

政治団体の名称 自由民主党島原市有明支部

会計責任者の氏名 ヽ'翌 刺 た ⑥ (醐

(代表者の氏名 (印))

記入もれ注意

(その20)

宣誓書

(備考 )

1会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を

証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名のほか、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及

び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

′み


